
 

申請書（申込書）に添付する書類 
１．保育を必要とする理由を証明するための書類（父母それぞれの人ごとに必要です） 

注：上記の書類は、申請締切日の３か月前の月の初日以降の証明日のものが必要です。(母子健康手帳、身体障害者手帳等を除

く) 

    上記以外にも書類を提出していただくことがあります。また証明書の内容によっては、保育が必要であると認められない

場合があります。 
 

２．世帯状況を確認するための書類 
ひとり親世帯の場合…〇遺族基礎年金・児童扶養手当の証書・ひとり親家庭等医療費受給者証等の写し、戸籍謄本など 

 

３．利用者負担額（保育料）算定のための書類 
（１） ① 入所希望日が、１月１日～８月３１日の場合 

・入所希望日が属する年の前年１月１日に広島市に居住していた人…………不要（※） 

・入所希望日が属する年の前年１月１日に広島市に居住していなかった人…前年度の市町村民税額が確認できる書類  

② 入所希望日が、９月１日～１２月３１日の場合  

・入所希望日が属する年の１月１日に広島市に居住していた人…………不要（※） 

・入所希望日が属する年の１月１日に広島市に居住していなかった人…今年度の市町村民税額が確認できる書類 

※ただし、広島市外で市町村民税が課税されている人、海外で給与を受け取っている人は書類が必要な場合がありま

すので、ご相談ください。 

市町村民税額が確認できる書類について 

・会社員(特別徴収)の人………………………〇給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の写し 

・個人事業主の人………………………………〇市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書兼納付書の写し 

・上記以外の人、上記の書類を紛失した人…〇市民税・県民税課税台帳記載事項証明書（課税証明書・所得証明書） 

・海外在住のため上記の書類がない人………〇１年間(1～12月)の所得を証明する書類(給与証明書、源泉徴収票の写しなど) 

注：申請(申込)乳幼児と生計を一にする父母それぞれの人ごとに必要です。 

(世帯状況によっては、祖父母等の書類も必要な場合があります。) 

４月～８月分は前年度、９月～翌年３月分は当年度の市町村民税額により、保育料が決定されます。 

このほかにも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 

（２） 障害児(者)と同居の世帯… 

〇身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当等の証書の写しなど 

（３） 生活保護受給世帯…〇生活保護被保護者証明書の写しなど 

保育を必要とする理由 証明するための書類 備 考 

常勤、パート等 ○在職証明書 

1 か月間で 30 時間以上就労していること 

(育休中の申請の場合、「育児休業に係る職務復帰申立

書」が必要な場合があります) 

自営業、内職、農業等 ○就労申立・証明書 1 か月間で 30 時間以上就労していること 

妊娠、出産 
○母子健康手帳の写し（表紙と出産予定

日がわかるページの写し） 

出産前の８週間（多胎妊娠の場合 14 週間）程度及び

出産後８週間程度までの者 

疾病、負傷 ○医師の診断書  

障害 

○身体障害者手帳の写し 

○療育手帳の写し 

○精神障害者保健福祉手帳の写し 

身体障害者手帳（１～４級） 

療育手帳（ⒶＡⒷＢ） 

精神障害者保健福祉手帳（１～３級） 

病気の人を介護、看護 

○介護・看護申立書 

○医師の診断書又は介護保険被保険者証

の写し(要介護３～５)など 

親族を常時介護・看護していること   

身体障害、知的障害、精

神障害のある人を介護 

○介護・看護申立書 

○医師の診断書、身体障害者手帳、 

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

写し、通園・通学証明書など 

災害復旧 
○申立書 

（罹災証明書がある場合は証明書等） 

震災、風水害、火災、その他災害の復旧に当たって

いること 

求職活動 ○求職活動状況申立書 
入所期間は、入所日から起算して３か月目の日の属

する月の末日まで 

就学 ○在学証明書など  

虐待、ＤＶ  
○配偶者からの暴力の被害者保護に関す

る証明書など 

警察署や配偶者暴力相談支援センター等が発行した

「DV被害者が相談した事実を記載した書面」など 


